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業
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開
始

予

定

年
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日

備

考

������

���

平
成

��

･

�･

�
社
会
福
祉

法
人
長
慶

会

弘
前
市
大

字
坂
市
字

亀
田
五
三

の
三

シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
長

慶
の
里

弘
前
市
大

字
坂
市
字

亀
田
五
三

の
三

平
成

��

･

�･

�
短
期
入
所

生
活
介
護

������

��	

〃

社
会
福
祉

法
人
長
慶

会

弘
前
市
大

字
坂
市
字

亀
田
五
三

の
三

シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
長

慶
の
里

弘
前
市
大

字
坂
市
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亀
田
五
三

の
三

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
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護
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���
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･

	･
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合
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千
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青
森
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二
丁
目
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二
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一

三

訪
問
介
護

事
業
所
千

雄

青
森
市
原

別
八
丁
目

八
の
二
五

��

･

	･

�
訪
問
介
護

������

��


〃

合
同
会
社

千
雄

青
森
市
旭

町
二
丁
目

一
二
の
一

三

訪
問
介
護

事
業
所
千

雄

青
森
市
原

別
八
丁
目

八
の
二
五

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護
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�
�
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二

ヘ
ル
パ
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テ
ー
シ

ョ
ン
し
も

な
が

八
戸
市
下
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三
丁
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五
の
三

��

･

�･

�
訪
問
介
護

������

�
�

〃

有
限
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社

ベ
ー
ス

八
戸
市
石

堂
二
丁
目

一
の
一
二

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
し
も

な
が

八
戸
市
下

長
三
丁
目

五
の
三

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護
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青
森
県
告
示
第
六
百
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

十
和
田
市

平
成

��･

�･

��

届

出

事

項
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定
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縦
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入
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軽
郡
平
内
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大
字
茂
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字
浦
田
一
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一

後

藤

�

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清
水
川
字
大
川
添
四
二

船

橋

晶

之

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
滝
字
滝
五
八
の
一

細

川

拓

治

平
成
二
十
六

年
八
月
四
日

か
ら
同
月
十

八
日
ま
で

平
内
町
漁
業

協
同
組
合

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

む
つ
市
大
字
関
根
字
前
浜
四
三
の
三
七

�
ツ
谷

英

巳

む
つ
市
大
字
関
根
字
前
浜
三
〇

村

中

光

嘉

む
つ
市
大
字
関
根
字
前
浜
二
七

山

本

光

康

関
根
浜

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

下
風
呂

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
鳥
谷
場
ノ
上

一
五
の
五
七

橘

和

幸

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
甲
平
ノ
下
一

一
の
二

坪

勝

信

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
甲
平
ノ
下
二

の
三

吉

田

清

平
成
二
十
六

年
八
月
四
日

か
ら
同
月
十

八
日
ま
で

下
風
呂
漁
業

協
同
組
合
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
イ
ー
ト
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ

三

代
表
者
の
氏
名

三
浦

久
美
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
沢
里
字
二
ツ
屋
三
の
三
二
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
Ｋ
一
〇
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
結
婚
を
望
ん
で
い
る
独
身
の
人
々
に
対
し
て
、
結
婚
活
動
を
支

援
す
る
事
業
を
行
い
、
現
代
の
社
会
問
題
で
あ
る
少
子
化
の
対
策
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

相
内
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

相
内

喜
久
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
村
元
字
一
村
元
八
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
二)

第
一
○
一
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

労

働

委

員

会

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
四
条
及
び
労
働
委
員
会

規
則(

昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
っ

せ
ん
員
候
補
者
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
四
日

青
森
県
労
働
委
員
会
会
長

石

田

恒

久
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氏

名

職

業

等

石
田

恒
久

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

弁
護
士

大
澤

一
實

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

弁
護
士

赤
城

国
臣

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

元
弘
前
大
学
人
文
学
部
教
授

今

喜
典

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

公
益
財
団
法
人
２
１
あ
お
も
り
産
業
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
理
事
長

元
青
森
公
立
大
学
経
営
経
済
学
部
教
授

前
田

み
き

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

公
益
委
員)

山
内

裕
幸

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

全
日
通
労
働
組
合
青
森
支
部
執
行
委
員
長

鈴
木
パ
テ
ィ

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)
Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
イ
オ
ン
グ
ル
ー
プ
労
働
組
合
連
合
会
オ
ー
ル
サ
ン
デ
ー
ユ
ニ

オ
ン
中
央
執
行
副
委
員
長

� �
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小
野

武
司

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

三
八
五
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員
長

谷
川

浩
二

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

弘
前
愛
成
会
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長

内
村

隆
志

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

労
働
者
委
員)

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
青
森
県
連
合
会
会
長

北
村
真
夕
美

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)
株
式
会
社
青
森
経
営
研
究
所
代
表
取
締
役
社
長

寺
下

一
之

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)

寺
下
建
設
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

藤
本

和
夫

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)

協
同
組
合
青
森
総
合
卸
セ
ン
タ
ー
専
務
理
事

斎
藤

悦
朗

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(

使
用
者
委
員)

弘
前
航
空
電
子
株
式
会
社
取
締
役

小
笠
原

裕

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

(
使
用
者
委
員)

一
般
社
団
法
人
青
森
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

八
島

英
彦

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

白
坂

和
久

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

對
馬

甲

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
副
参
事

鈴
木

孝
志

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
副
参
事

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


